
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリフィルム等 

収集日程（木曜日）・収集時間 収集場所 処理費用 見分け方・収集品目・排出方法 

令
和
８
年 

５月 １４日・２８日 

１４時 

～ 

１６時 

㈱都城北諸

地区清掃公社 

都北営業所 

三股町大字 
蓼池4439-1 
※ＪＡ家畜
市場付近
(裏面参照) 

 

TEL： 

52‐5636 

1㎏あたり 

27.5 円 
（税込） 

 
計量単位 

：10 ㎏ 
 
※10 ㎏未満の

場合：275 円 

●下記の表示が目印 

 

 

ポリマルチ・ＰＯ系フィルム・ベーラーラップ・不織布 
 
 
 
 
 

・異物を取り除き、同一素材で縛る 
肥 料 袋・ポリポット・バインダー紐 
 

・肥料袋等にまとめる 
※飛散防止 

 
 

柔らかい液肥容器・柔らかい種子用容器 
 
        ・キャップを外す 

・固い部分は切り取る  
         ※固い部分は産業廃棄物 
 
暖房用ダクト・かん水チューブ 
・１ｍ程度で折りたたみ、同一素材で縛る 
谷シート（透明） 
・ロール状にして縛る 
寒冷紗（不織布のみ可） 
・ハトメ等の金属部分は除去 
防虫・防風ネット（白） 
・色付ネットは収集不可 

６月 １８日 

７月 ２３日 

８月 ６日・２７日 

９月 １７日 

１０月 ８日・２２日 

１１月 １２日・２６日 

１２月 １０日・１７日 

令
和
９
年 

１月 ７日・２８日 

２月 １８日 

３月 １１日・２５日 

志
和
池 

 

令和８年 ７月 ９日(木)

令和８年 ７月１０日(金) 

 

令和８年１２月 ３日(木) 

令和８年１２月 ４日(金) 

 

９時 

～ 

１５時 

一般廃棄物 
最終処分場 
（志和池） 

上水流町1784-1 

1㎏あたり 

31.9 円 
（税込） 

 

計量単位 
：10 ㎏ 

塩化ビニール 

収集日程・収集時間 収集場所 処理費用 見分け方・収集品目・排出方法 

志
和
池 

令和８年８月２０日(木) 

令和８年８月２１日(金) 

 

令和９年１月１４日(木) 

令和９年１月１５日(金) 

１３時 

～ 

１５時 

一般廃棄物 
最終処分場 
（志和池） 

1㎏あたり 

11 円 
（税込） 
 

計量単位 
：10 ㎏ 

 

 
●          の表示が目印 
 
 
ハウス等で使用した透明な塩化ビニール 
 
 
 
  
            
・ヒモや日焼けを取り除く 
・つづら折りにし、同一素材で縛る 

※収集できないものは、産業廃棄物処理業者へお持ち込みください。 
（詳しくは裏面参照） 

 

都城市農業用廃プラスチックリサイクル収集 
令和８年度日程 

① リサイクルを基本とした農業用廃プラスチック類の収集のため、ヒモや異物の混入・劣化が激しい場合は収集できません 

   ※収集できない場合、産業廃棄物として処分が必要であるため産業廃棄物処理業者へ御相談ください 

② 悪天候の場合は、収集を中止する場合があります （問い合わせ先 都城市農産園芸課 ＴＥＬ：２３-２４２５） 

③ 各収集日・収集場所により処理費用・収集時間が異なりますので御注意ください 

④ 都城市民・支払いは現金に限ります 

日焼け・劣化 



 

産

廃

処

理

業

者

へ 

被覆資材 

シート類 

ブルーシート（各色）・黒いサイロビニール・黒い止水シート 

防草シート・谷シート（黒）・シルバーポリ・ハウス用カーテン 

袋類 コンバイン袋・フレコンバッグ 

ネット類 サイレージネット・色付き防虫ネット・色付き防風ネット 

ヒモ類 ＰＰバンド・ハウスバンド 

その他 
ホリバ―（粘着剤がついている）・あぜなみ（止水板）・畜舎波板 

畜舎カーテン・パッカー 

容器類 

液肥容器や種子用容器のキャップ（硬質）・育苗箱・セルトレイ 

コンテナ・農業用タンク 

農薬容器（※農薬が残っている場合は、各購入店にお問い合わせください） 

 

 

注意点 

・種類によって場所・日時が異なります 

・異なる種類の受け入れはできません 

・場内外では、徐行運転をお願いします 

・運搬時の飛散に御注意ください 

・受付開始直後は大変混み合います 

 可能な限り時間をずらして来場ください 

  

搬入の流れ 

① 計量台で積荷全体の重量を量る 

② 積荷を降ろす 

③ 計量台で風袋を量る 

④ 委任状の確認～処理費を精算する 

※委任状は、毎年度提出が必要です  

お問い合わせ先 
都城市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会事務局 

（都城市農産園芸課 ＴＥＬ：２３－２４２５） 

至高木町 

自
動
車
学
校 

緑色看板 
が目印 

精算 

計量 

荷降ろし 

至２６９ 
 号線 

① 
③ 

JA 

家畜市場 

 

至神之山町 

㈱都城北諸地区清掃公社都北営業所配置図 

・農業者が排出する廃プラスチックは、自らの責任で適正に処理することが「廃棄物の処理及び清掃に  
 関する法律」によって義務付けられています。 
・プラスチックの資源循環に向けて、リサイクルに御協力ください。 

④ 

② 

北 注)搬入は 
矢印の経路で
お願いします。 


